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四
月
か
ら
九
月
の
祭
事
暦

 

四 

月
〇
神
武
天
皇
祭
遥
拝	

四
月
　
三
　
日
（
火
）

〇
御
使
殿
大
御
供
式	

四
月
　
十
五
日
（
日
）

〇
馬
頭
人
大
御
供
式	

四
月
　
十
八
日
（
水
）

〇
宵
宮
祭	

四
月
二
十
一
日
（
土
）

●
古
例
大
祭	

四
月
二
十
二
日
（
日
）

〇
後
宴
祭	

四
月
二
十
三
日
（
月
）

〇
昭
和
祭	

四
月
二
十
九
日
（
日
）

 

五 

月
〇
傘
寿
莚
寿
祭	

五
月
　
十
　
日
（
木
）

〇
金
婚
莚
寿
祭	

五
月
二
十
六
日
（
土
）

 

六 

月
〇
御
田
植
祭	

六
月
　
三
　
日
（
日
）

〇
六
月
古
例
祭	

六
月
　
三
十
日
（
土
）

〇
夏
越
大
祓
式	

六
月
　
三
十
日
（
土
）

 

七 

月
〇
九
月
頭
人
差
定
式	

七
月
　
一
　
日
（
日
）

 

八 

月
〇
万
灯
祭
　
　
八
月
三
・
四
・
五
日
（
金
・
土
・
日
）

 

九 

月
〇
九
月
古
例
祭	

九
月
　
九
　
日
（
日
）

〇
抜
穂
祭	

九
月
二
十
三
日
（
日
）

〇
秋
季
皇
霊
祭
遥
拝	

九
月
二
十
三
日
（
日
）

〇
観
月
祭	

九
月
二
十
四
日
（
月
）

〇
池
坊
献
華
式	

九
月
二
十
七
日
（
木
）

〇
講
社
大
祭	

九
月
二
十
八
日
（
金
）

〇
米
寿
莚
寿
祭	

九
月
　
三
十
日
（
日
）

 

諸 

祭
○
御
日
供
祭

　
　
毎
日
午
前
七
時
よ
り

○
お
つ
い
た
ち
参
り

　
　
元
日
を
除
く
毎
月
一
日
の
午
前
七
時
よ
り

○
月
次
祭

　
　
元
日
を
除
く
毎
月
一
日
・
十
五
日



馬頭人

西
にし

澤
ざわ

　政
まさ

男
を

 氏

御使殿

五
い が ら し

十嵐　勇
ゆう

人
と

 氏

昭和19年4月11日生まれ（73歳）
◦住所　彦根市鳥居本町
◦現職　㈱西澤工務店 代表取締役
 日本伝統建築技術保存会 会長
 文化財修理技術保存連盟 理事長
◦褒章　旭日単光章　受章

平成14年4月16日生まれ（15歳）
◦住所　犬上郡多賀町中川原
◦多賀中学校3年生

※平成30年1月現在

午
前
八
時
三
十
分

本
殿
祭

午
前
十
時
三
十
分

本
社
出
発

午
前
十
一
時
三
十
分

調
宮
神
社
に
到
着

午

後

一

時

調
宮
神
社
を
出
発

午

後

二

時

本
社
前
を
通
過

（
馬
頭
人
・
御
使
殿
合
流
）

午
後
二
時
三
十
分

尼
子
の
お
旅
所
に
到
着

午
後
三
時
三
十
分

富
ノ
木
渡
し
式

午

後

四

時

尼
子
の
お
旅
所
出
発

午

後

五

時

本
社
到
着
　
夕
日
の
神
事

子
安
神
社（
こ
や
す
じ
ん
じ
ゃ
）

7子
安
神
社

先
食
台

　
湖
国
の
春
を
告
げ
る
古
例
大
祭
が
、

四
月
二
十
二
日
に
斎
行
さ
れ
ま
す
。

　
本
年
の
馬
頭
人
は
西
澤
政
男
氏
、
御

使
殿
は
五
十
嵐
勇
人
氏
が
ご
奉
仕
さ
れ
、

氏
子
、
崇
敬
者
に
よ
る
騎
馬
供
奉
な
ど

五
〇
〇
名
に
及
ぶ
神
幸
行
列
が
祭
を
彩

り
ま
す
。

　
本
年
の
四
月
二
十
二
日
は
日
曜
日
。

多
く
の
参
拝
者
で
多
賀
の
町
は
終
日
大

賑
い
す
る
で
し
ょ
う
。
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祭
事
だ
よ
り



一
年
の
豊
作
を
祈
る
祈
年
祭
が
、
三
月
十
七
日
に
斎
行
さ
れ
ま
す
。

本
年
は
、
長
浜
市
虎
姫
地
区
大
世
話
係
西
沢
豊
氏
が
祈
年
使
を
ご
奉
仕
さ
れ
ま
す
。

豊
年
講
春
季
大
祭
祈
年
使
を
奉
仕
す
る
に
あ
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祈
年
使
　西に

し

沢ざ
わ 

豊ゆ
た
か

　
去
る
一
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
豊
年
講
大
世
話
係
会
に
お
い
て
、
大
役
を
仰
せ
つ
か

り
、
春
季
大
祭
に
て
豊
年
講
員
を
代
表

し
祈
年
使
を
ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
く

事
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
自
身
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
虎
姫
町

（
現
・
長
浜
市
）
で
、
お
多
賀
さ
ん
に

は
幼
少
期
か
ら
家
族
で
何
度
も
参
拝
さ

せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
。
中
で
も
還

暦
時
に
奉
仕
致
し
ま
し
た
、
節
分
祭
の

豆
ま
き
は
、
多
賀
の
大
神
様
と
の
最
良

の
ご
縁
を
頂
い
た
と
今
で
も
う
れ
し
く

思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
私
生
活
で
は
、
五
十
八
才
で

前
職
を
定
年
し
た
後
、
命
の
源
で
あ
る

「
水
」
に
携
わ
る
自
営
を
始
め
早
や
十

五
年
、
地
域
の
為
に
日
々
邁
進
し
て
お

る
次
第
で
す
。

　
祭
当
日
は
、
地
域
の
世
話
方
と
共
に

精
一
杯
ご
奉
仕
申
し
上
げ
、
今
年
一
年

の
五
穀
豊
穣
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
所

存
で
す
。

子
安
神
社（
こ
や
す
じ
ん
じ
ゃ
）

7子
安
神
社

先
食
台

　
安
産
、
子
育
て
の
神
様
で
知
ら
れ
る

木こ

之の

花は
な

咲さ
く

哉や

姫ひ
め
の
み
こ
と命
を
お
祀
り
す
る
末
社
。

境
内
西
側
の
森
の
中
に
鎮
座
し
て
い
ま

し
た
が
、
よ
り
多
く
の
妊
婦
さ
ん
に
お

参
り
頂
け
る
よ
う
、
こ
の
度
、
拝
殿
東

側
に
遷
座
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
一
般
の
方
の
ご
参
拝
も
増

え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

祈
年
祭
（
豊
年
講
春
季
大
祭
）
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一 

江
戸
時
代
ま
で
に
多
賀
社
で 

　 

行
わ
れ
て
い
た
仏
事

　
多
賀
大
社
で
も
江
戸
時
代
に
は
全
国
の
神
社
と
同
様
、
年

中
行
事
の
中
に
仏
教
に
関
連
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
安
永
四

（
一
七
七
五
）
年
の
「
多
賀
大
社
儀
軌
」（『
多
賀
大
社
叢
書
』

記
録
篇
一
所
収
）
巻
二
に
は
本
地
仏
や
朝
夕
の
勤
行
、
護
摩

堂
、
三
重
塔
、
鐘
楼
堂
の
ほ
か
、
重
源
や
一
遍
な
ど
多
賀
社

に
関
係
の
深
か
っ
た
僧
侶
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
巻

五
か
ら
巻
十
一
に
は
年
中
行
事
が
記
さ
れ
、
正
月
元
日
の
本

地
堂
へ
の
供
膳
や
護
摩
堂
で
の
護
摩
、
各
種
法
楽
な
ど
の
ほ

か
、
仏
事
と
い
え
る
も
の

と
し
て
は
一
月
五
日
、
五

月
五
日
、
九
月
五
日
の
大

般
若
経
転
読
、
一
月
十
五

日
か
ら
十
七
日
の
修
正
会
、

四
月
八
日
か
ら
七
月
八
日

ま
で
の
夏
安
居
、
八
月

十
五
日
の
如
法
経
経
渡

（
写
経
）
が
あ
り
、
三
月

三
日
の
桃
花
御
節
供
と
九

月
九
日
の
重
陽
節
供
も
仏
教
の
伝
承
が
色
濃
く
関
与
し
て
い

る
。
こ
の
他
、
毎
月
一
日
、
二
日
、
五
日
、
十
一
日
、
十
三

日
、
廿
一
日
、
廿
三
日
、
廿
八
日
の
常
の
御
供
で
は
本
社
、

日
向
社
、
山
田
社
な
ど
と
同
様
、
本
地
堂
に
も
仏
供
一
膳
が

供
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
御
使
者
の
烏
の
た
め
に
「
社
法
に
て

神
前
に
御
供
を
備
る
と
き
に
、
せ
ん
食
の
料
と
て
御
供
棚
に

一
飯
を
置
く
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
仏
教
に
由
来

す
る
作
法
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。（
写
真
①
）

二
　
神
仏
分
離
令
（
神
仏
判
然
令
）

　
江
戸
時
代
以
前
に
は
多
く
の
社
寺
で
神
仏
が
習
合
さ
れ
、

混
淆
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
、

新
政
府
は
神
仏
が
あ
わ
せ
ま
つ
ら
れ
て
い
る
の
を
分
け
る
目

的
で
神
仏
分
離
令
（
神
仏
判
然
令
）
を
出
し
た
。

　
三
月
十
七
日
に
は
神
社
の
別
当
・
社
僧
に
復
飾
（
還
俗
）

を
命
ず
る
令
が
出
さ
れ
た
（
神
祇
事
務
局
第
一
六
五
）。
別

当
と
は
神
仏
習
合
の
状
況
下
に
あ
る
神
社
・
寺
院
全
体
を
統

轄
し
て
い
た
別
当
寺
の
住
職
で
あ
り
、
社
僧
は
神
社
付
属
の

仏
寺
（
い
わ
ゆ
る
神
宮
寺
）
の
僧
で
、
仏
事
を
も
っ
て
神
社

に
奉
仕
し
て
い
た
僧
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
僧
に
は
還
俗
が

命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
三
月
二
十
八
日
に
は
何
々
権
現
と
か

　
前
号
に
引
き
続
き
、
明
治
時
代
ま
で
の
多
賀
大
社
に
お
け
る
神
仏
習
合
と
、

そ
れ
以
降
の
神
仏
分
離
に
つ
い
て
皇
學
館
大
学
副
学
長 

河
野
訓
教
授
よ
り

寄
稿
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

多
賀
大
社
の
神
仏
習
合
と
神
仏
分
離 

Ⅲ

皇學館大学副学長

河野　訓（かわの　さとし）
昭和三十二年宮崎県生まれ。
東京大学大学院修了後、文化庁
宗務課を経て皇學館大学教授。
現在、同大学副学長。

写真① 先食台

牛
頭
天
王
な
ど
仏
教
語
を
神
号
と
し
て
い
た
神
社
に
は
そ
の

由
緒
の
提
出
が
求
め
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
仏
像
を
神
体
と
し
て

い
る
神
社
は
こ
れ
を
改
め
、
本
地
仏
な
ど
と
い
っ
て
社
前
に

掛
け
て
い
た
仏
像
や
、
鰐
口
・
梵
鐘
・
仏
具
類
は
そ
の
除
去

が
求
め
ら
れ
た
（
太
政
官
第
一
九
六
）。（
写
真
②
）

　
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
る
や
、
日
吉
社
な
ど
で
神
職
そ
の

他
に
よ
り
廃
仏
毀
釈
が
行
な
わ
れ
た
た
め
、
過
度
の
廃
仏
毀

釈
を
諌
め
、
神
仏
分
離
を
慎
重
に
す
す
め
る
こ
と
を
求
め
る

令
（
四
月
十
日
、
太
政
官
仰
第
二
二
六
）
も
出
さ
れ
た
。

三
　
多
賀
大
社
に
お
け
る
神
仏
分
離

　
江
戸
時
代
の
多
賀
大
社
に
は
別
当
・
不
動
院
（
写
真
③
）

の
ほ
か
、
般
若
院
、
成
就
院
、
観
音
院
の
三
院
が
あ
っ
た
。

こ
の
四
院
は
明
治
初
年
に
復
飾
し
、
そ
の
住
職
は
神
社
に
奉

仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
不
動
院
は
不い

知さ

哉や

川が
わ

姓

（
間
も
な
く
日
比
野
と
改
姓
）、
般
若
院
は
青
山
姓
、
成
就
院

は
舟
塚
姓
、
観
音
院
は
杉
本
姓
を
名
乗
っ
た
。

写真② 慶応４（1868）年３月28日の神仏分離令
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別
当
不
知
哉
川
光
信
歎
願
書
」
を
出
し
て
い
る
。
元
別
当
の

歎
願
書
に
は
「
双
方
不
平
の
儀
こ
れ
無
き
様
、
熟
談
の
上
申

し
出
づ
べ
き
事
」
と
い
う
附
紙
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
社
家

側
と
元
四
院
側
双
方
の
不
平
が
な
い
よ
う
に
、
熟
談
せ
よ
と

申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
元
別
当
不
知
哉
川
氏
は
五
月

十
五
日
に
も
弁
事
役
所
に
歎
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。（
当

時
の
社
家
の
動
向
は
「
多
賀
大
社
社
家
中
手
控
大
略
」〈『
多

賀
大
社
叢
書
　
諸
家
篇
二
』〉
に
詳
し
い
。）

　
多
賀
社
内
部
の
対
立
に
対
し
、
こ
の
五
月
に
は
神
領
百
姓

総
代
か
ら
も
役
所
に
歎
願
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
別
当
の
復
飾
願
が
聞
届
け
ら
れ
、
万
事
こ
れ
ま
で
通
り

の
支
配
が
続
く
こ
と
を
百
姓
一
同
有
り
難
く
安
堵
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
去
月
二
十
四
日
、
社
家
の
と
こ
ろ
に
村
役
人
が
呼

び
出
さ
れ
、「
此
度
、
大
政
官
か
ら
多
賀
社
は
じ
め
百
姓
に

い
た
る
ま
で
、
別
当
不
知
哉
川
と
社
家
た
ち
が
支
配
せ
よ
と

仰
せ
渡
さ
れ
た
の
で
そ
う
心
得
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
村
役
人

と
百
姓
が
話
し
合
い
を
し
た
と
こ
ろ
、
一
連
の
扱
い
は
社
家

ど
も
が
謀
計
に
よ
っ
て
社
領
を
押
領
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
社
家
に
よ
る
支
配
は
承
服
で
き
な
い
、
と
し
て

い
る
。
こ
の
時
点
で
の
社
家
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る
悪
く
、
続

く
八
月
に
は
社
人
に
つ
い
て
、「
以
後
ハ
退
身
仰
せ
付
け
ら
れ
、

御
別
当
計
の
御
支
配
に
て
…
」
と
、
社
人
の
退
陣
、
元
別
当

の
支
配
を
望
む
「
神
領
庄
屋
等
歎
願
書
」
も
出
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
初
年
、
藩
に
出
し
た
明
細
帳
に
み
え
る
家
禄
の
分
配

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
西
村
為
示
「
多
賀
大
社
神
佛
分
離

史
料
」〈『
神
道
史
研
究
』
第
七
巻
第
四
号
〉
に
よ
る
。　
　

は
上
述
の
元
四
院
、　
　
は
社
家
）。
ま
ず
社
用
と
し
て

一
二
〇
石
。
続
い
て
「
二
十
石
　
社
務
日
比
野
光
雄
、
拾
四

石
　
大
神
主
犬
上
吉
元
、
拾
石
　
大
禰
宜
八や

重え

練ね
り

宗
綱
、
拾

石
　
神
主
車く

る
ま

戸ど

宗む
ね

功い
さ

、
拾
石
　
神
主
大
賀
宗
昌
、
拾
石
　
神

主
大
岡
宗
宣
、
拾
石
　
神
主
青
山
敏
秀
、
拾
石
　
禰
宜
小
川

忠
成
、
拾
石
　
新
庄
宗
武
、
拾
石
　
禰
宜
舟
塚
義
保
、
拾
石

　
禰
宜
杉
本
安
貞
」、
以
下
、
祝ほ
う
り

二
名
、
膳ぜ

ん

部ぶ

七
名
、
神み

子こ

四
名
の
家
禄
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
依
然

と
し
て
旧
不
動
院
の
日
比
野
が
社
務
と
し
て
最
上
の
家
禄
を

も
ら
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
他
の
青
山
、
杉
本
、
舟
塚
も
一

写真③ 不動院の遺構である奥書院並びに同庭園

般
神
主
と
同
格
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
二
つ
の
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
た
後
、
間
も
な
い
四
月
七

日
、
大
津
裁
判
所
（
新
政
府
が
大
津
代
官
所
を
廃
止
し
て
設

置
し
た
政
府
機
関
）
か
ら
多
賀
社
の
神
主
と
禰
宜
に
近
江
国

犬
上
郡
一
郡
の
社
家
触
出
し
（
役
所
が
公
布
・
示
達
し
た
触

を
犬
上
郡
中
に
伝
え
る
役
目
）
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対

す
る
大
賀
氏
を
総
代
と
し
、
車
戸
氏
・
犬
上
氏
・
大
岡
氏
・

八
重
練
氏
・
北
川
氏
・
新
庄
氏
の
神
主
・
禰
宜
連
署
に
よ
る

請
書
で
は
「
冥
加
に
相
余
り
、
有
り
難
く
謹
み
て
畏
み
奉
り

候
」、
ま
た
「
意
外
出
格
の
御
沙
汰
を
蒙
り
奉
り
候
段
、
全

く
往
昔
の
社
格
、
漸
々
衰
廃
に
及
び
候
儀
、
深
く
聞
食
分
さ

れ
候
故
と
、
社
家
一
統
重
畳
有
り
難
き
仕
合
せ
に
存
じ
奉
り

候
」
な
ど
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
様
子
が
伺
え
る
。「
徳
川
已

来
の
醜
政
に
て
、
浮
屠
の
輩
の
為
に
圧
倒
せ
ら
れ
、
私
共
儀

旧
格
取
失
ひ
、
有
名
無
実
の
身
分
と
相
成
、
旦
夕
落
涙
悲
歎

の
外
、
更
に
他
事
無
く
、
列
座
罷
り
在
り
候
」
と
、
そ
の
背

景
に
は
仏
教
勢
力
（
浮
屠
）
に
圧
倒
さ
れ
て
き
た
江
戸
時
代

の
状
況
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
多
賀
大
社
叢
書
　
論
説
篇
』

所
収
）。

四
　
別
当
・
社
人
間
の
紛
争

　
こ
の
当
時
、
元
別
当
側
と
社
家
の
間
で
主
導
権
争
い
が

あ
っ
た
。
先
ず
四
月
十
七
日
に
元
別
当
が
彦
根
に
「
復
飾
元

別
当
願
書
」
を
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
同
二
十
五
日
、
閏
四

月
十
四
日
、
同
十
六
日
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
祇
事
務
役
所
、
大

津
裁
判
所
、
神
社
奉
行
所
に
神
主
と
禰
宜
の
連
署
に
よ
る
歎

願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
二
十
一
日
、

も
と
四
院
の
船
塚
・
青
山
・
杉
本
三
氏
が
神
社
奉
行
所
に
「
復

飾
社
家
連
署
歎
願
書
」
を
、
五
月
三
日
に
は
元
別
当
が
「
元
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◆
近
江
八
幡
市

松
浦
　
　
新

西
澤
　
由
男

西
澤
　
沢
美

村
林
　
　
斉

中
村
　
秀
信

蒲
生
　
隆
史

薗
田
　
　
寛

田
中
　
欣
治

改
発
　
敏
之

奥
村
　
勇
市

中
村
　
善
幸

岡
田
　
博
文

嵐
　
　
雅
嗣

中
西
　
眞
博

島
上
久
美
子

◆
甲
賀
市

石
橋
　
正
博

石
橋
　
智
美

望
月
　
佳
政

増
山
　
善
則

藤
橋
　
弘
次

福
永
　
忠
克

福
永
　
好
則

福
永
　
享
晴

平
田
　
昌
規

廣
部
　
重
嗣

藤
田
　
繁
治

田
内
　
成
雄

藤
田
起
嗣
男

中
川
　
和
泉

髙
山
　
高
広

前
川
　
宏
一

弓
削
　
圭
司

本
郷
正
二
郎

中
村
　
重
光

青
井
　
　
泉

寺
本
　
　
強

寺
元
　
一
三

大
東
眞
寿
雄

堤
　
　
定
彦

伏
木
　
清
史

宮
川
　
三
之

山
口
　
俊
晃

三
田
　
譲
司

冨
岡
　
孝
之

田
中
　
正
門

小
林
　
正
幸

金
森
　
和
善

三
上
　
保
彦

中
嶋
　
利
明

田
邉
　
正
人

安
居
　
　
宏

岩
田
　
幸
喜

松
井
　
傳
夫

伊
藤
　
武
夫

寺
村
　
治
彦

原
田
　
幸
広

千
田
　
憲
一

岩
井
　
利
之

角
野
　
　
充

織
田
　
圭
伸

中
原
　
　
勝

◆
東
近
江
市

奥
村
　
義
隆

上
田
　
善
幸

西
野
　
敦
子

川
南
　
　
壽

村
林
　
勝
彦

前
田
　
慶
二

宇
納
　
秀
之

石
井
　
義
伸

石
井
美
智
子

山
本
　
晃
一

宮
居
　
　
伝

今
堀
　
太
平

森
野
　
良
廣

中
澤
　
　
清

北
尾
　
又
一

久
野
　
正
和

清
水
　
勝
司

◆
米
原
市

澤
田
　
　
勉

辻
　
　
宗
則

堤
　
　
辰
也

北
村
　
善
和

長
尾
　
吉
洋

日
比
　
浅
嗣

成
川
　
正
樹

成
川
　
敦
子

吉
田
　
敬
徳

世
森
　
俊
夫

吉
野
　
康
明

髙
畑
　
髙
子

北
川
　
行
久

藤
田
　
　
誠

山
本
　
　
茂

髙
畑
　
正
人

箕
浦
　
孝
幸

中
川
　
博
之

堀
江
　
　
治

◆
守
山
市

野
玉
　
秀
雄

西
澤
　
昭
彦

辻
　
　
正
典

福
永
　
　
豊

中
井
　
徳
昭

川
下
　
重
彦

木
村
　
初
美

◆
神
戸
市

高
橋
　
信
彦

◆
湖
南
市

武
田
亜
矢
子

◆
多
賀
町

滝
川
　
徹
人

山
本
三
千
夫

喜
多
　
　
誠

木
村
　
敏
彦

田
中
　
利
人

安
藤
　
一
成

◆
豊
郷
町

山
口
　
昌
和

山
口
　
法
子

安
田
　
善
紀

安
田
　
恵
子

◆
長
浜
市

富
岡
　
　
晃

大
谷
　
京
平

廣
部
　
嘉
雄

大
野
　
稔
喜

長
田
　
和
士

多
賀
　
泰
一

武
田
幸
一
良

小
川
傳
十
郎

小
川
　
良
弘

茂
森
　
清
嗣

前
田
　
和
夫

藤
井
弥
一
郎

矢
野
　
　
隆

寺
本
　
和
博

荒
田
　
敏
和

日
比
野
　
仁

富
永
　
雅
博

横
田
　
圭
司

宮
部
　
国
昭

米
田
　
　
守

柴
﨑
　
正
人

尚
永
　
圭
司

福
田
　
達
己

保
積
　
明
男

赤
井
　
隆
之

川
崎
　
新
司

後
藤
　
　
修

雨
森
　
　
智

西
嶌
　
義
和

辻
野
　
行
彦

山
本
喜
久
子

井
堀
　
政
芳

井
堀
多
美
子

藤
本
　
英
男

周
防
　
清
二

◆
彦
根
市

奥
居
　
善
則

奥
野
　
嘉
己

熊
木
　
　
治

藤
井
　
明
彦

西
村
　
真
理

戸
成
　
晴
美

中
川
　
信
子

渋
谷
　
玲
子

馬
場
　
和
子

西
関
　
裕
子

角
　
寿
賀
子

中
川
　
　
忠

髙
木
　
　
茂

大
橋
　
利
和

北
澤
　
一
朗

◆
日
野
町

山
縣
　
淑
隆

奥
井
　
雅
秀

山
田
久
賀
津

◆
栗
東
市

三
浦
　
喜
彦

三
浦
ひ
ろ
み

山
口
　
貞
幸

川
﨑
　
正
章

中
井
　
榮
夫

田
中
　
　
勝

林
　
　
幹
典

◆
竜
王
町

西
　
　
政
一

福
井
日
出
男

竹
井
　
久
巳

竹
井
千
枝
子

徳
田
　
博
光

瀬
川
　
　
満

金
山
　
孝
志

二
月
三
日
、
恒
例
の
節
分
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

福
豆
ま
き
に
は
、
め
で
た
く
還
暦
を
迎
え
た
一
八
三
名
の
年
男
・
年
女
が
ご
奉
仕
さ
れ
、

無
事
立
春
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

奉
仕
者
ご
芳
名
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

❖ 

御 

礼

福
豆
奉
納
　
　
　
　
神
﨑
　
治

鬼
神
楽
奉
納
　
　
　
因
原
神
楽
団
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お多賀杓子
（国産ヒノキ使用）
600円

多賀長寿はし
300円

ペット守り
各 1,000円

　六
月
三
十
日
に
斎
行
さ
れ

る
夏
越
大
祓
式
に
お
い
て
本

年
か
ら
車
形
代
の
お
祓
い
を

始
め
ま
す
。

　改
め
て
交
通
安
全
を
祈
願

さ
れ
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い

で
す
。

　心
安
ら
ぐ
『
お
多
賀
さ
ん
』
を
目
的
に
行
わ
れ
て
い

る
多
賀
の
杜
整
備
事
業
も
二
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　昨
年
末
に
は
、
金
咲
稲
荷
参
道
の
拡
張
と
新
た
に
竹

の
柵
が
新
設
さ
れ
、
十
一
月
八
日
の
稲
荷
例
祭
日
に
は

渡
り
初
め
式
が
め
で
た
く

行
わ
れ
ま
し
た
。

　又
、
杜
に
新
た
な
命
が

芽
吹
く
よ
う
境
内
の
危
険

木
伐
採
も
引
き
続
き
行
っ

て
参
り
ま
す
。

　日
々
変
わ
り
ゆ
く
お
多

賀
さ
ん
に
是
非
お
参
り
下

さ
い
。

　今
年
も
万
灯
祭
が

八
月
三
〜
五
日
に
斎

行
さ
れ
ま
す
。
是
非
、

ご
家
族
お
揃
い
に
て

ご
参
拝
頂
き
、
夏
の

風
情
を
お
楽
し
み
下

さ
い
。

　ま
た
、
ご
献
灯
は

随
時
受
付
し
て
お
り

ま
す
。

　当
社
で
は
結
婚
五
十
年
を
迎
え
ら
れ
た
ご
夫
婦
を
対
象

に
金
婚
莚
寿
祭
を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
。
本
年
は
五
月
二

十
六
日
（
土
）
に
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　参
列
ご
希
望
の
方
に
は
案
内

状
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
ご
連

絡
下
さ
い
。

❖ 

本
年
対
象

 

昭
和
四
十
三
年

 

昭
和
四
十
四
年

 

　ご
結
婚
の
ご
夫
婦

℡
〇
七
四
九（
四
八
）一
一
〇
一

　
　
　
　
　
　莚
寿
祭
係
ま
で

多
賀
の
杜

新
授
与
品 

ご
紹
介

「
車
形
代
」を
お
祓
い
し
ま
す

万
灯
祭 

〜
湖
国
の
夏
の
風
物
詩
〜

ご
結
婚
五
十
年
を
お
祝
い
し
ま
す

え
ん
じ
ゅ
さ
い

7

多
賀
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滋賀県（87.57 才）

都道府県別の平均寿命
（男）全国平均 80.77 才　（女）全国平均 87.01 才

男 女
1位
2位
3位
4位
5位

滋賀県（81.78 才）滋賀県（81.78 才）
長野県（81.75 才）
京都府（81.40 才）
奈良県（81.36 才）
神奈川県（81.32 才）

長野県（87.67 才）
岡山県（87.67 才）
島根県（87.64 才）
滋賀県（87.57 才）
福井県（87.54 才）

記

後

集

編

　
古
く
か
ら
延
命
長
寿
の
神
様
と
し
て
信
仰

を
集
め
る
「
お
多
賀
さ
ん
」
が
鎮
座
す
る
滋

賀
県
の
男
性
平
均
寿
命
が
全
国
一
位
と
な
り

ま
し
た
。
女
性
も
四
位
と
上
位
に
ラ
ン
ク
イ

ン
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
大
神
様
の
お
力
か
？

　
な
に
は
と
も
あ
れ
、
大
変
喜
ば
し
い
結
果

で
す
。

　
一
方
で
男
女
共
に
平
均
寿
命
八
〇
才
を
超

え
る
今
の
日
本
、
今
後
は
よ
り
一
層
元
気
で

長
生
き
出
来
る
国
づ
く
り
を
目
指
し
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
す
。

※完全予約制（年中無休）詳しくはホームページをご覧ください。

（厚生労働省　平成27年都道府県別生命表 より）

〒 522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀 604　tel.0749-48-1101  fax.0749-48-1105
HP http://www.tagataisya.or.jp  E-mail info@tagataisya.or.jp 神仏霊場近江國一番


